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受付年月日 年 月 日

略
歴

東
京
都
生
ま
れ
。
練
馬
区
立
大
泉
向
小
学
校
．
大
泉

第
二
中
学
校
、
都
立
富
士
高
等
学
投
を
経
て
、
東
京

大
学
法
学
部
を
卒
業
。

昭
和
五
七
年
四
月
判
事
補
任
官
以
後
、
東
京
地
裁
、
函
伽
地
家
鋲
？

公
害
等
鯛
壁
婁
貝
会
泰
務
周
に
勤
務
。

平
成
四
年
四
月
判
事
任
官
以
後
．
福
岡
亮
栽
那
覇
支
蝿
東
京
地

戴
。
東
京
高
裁
の
判
事
と
し
て
勤
務
す
る
と
と
も

に
、
法
務
省
民
事
局
参
事
官
、
大
臣
官
房
参
事
官
、

大
臣
官
房
審
鰹
官
、
司
法
法
剖
部
長
を
務
め
る
。

二
三
年
一
月
東
京
地
裁
判
事
部
縫
括

二
四
年
九
月
法
務
省
民
事
局
長

二
七
年
一
○
月
東
京
病
裁
判
事
郁
総
括

二
八
年
二
月
さ
い
た
ま
地
戴
所
棊

二
九
年
三
月
東
京
高
裁
長
官

三
○
年
一
月
最
商
裁
判
所
判
事

最
高
裁
判
所
に
お
い
て
関
与
し
た
主
要
な
載
判

一
平
成
三
○
年
一
二
月
一
九
日
大
法
廷
判
決

平
成
二
九
年
一
○
月
二
二
日
施
行
の
衆
塞
院
醸
員
韓
選
挙
に
つ
い
て
、

小
選
挙
区
選
出
銀
員
の
選
挙
区
割
り
は
、
憲
法
の
投
票
価
値
の
平
等
の
要

求
に
反
す
る
択
憩
に
あ
っ
た
と
は
い
え
ず
、
公
職
選
挙
法
の
規
定
が
竃
法

に
違
反
す
る
も
の
と
い
つ
こ
と
は
で
き
な
い
（
多
数
意
見
）
。
・

二
令
和
二
年
三
月
三
○
日
第
一
小
法
廷
判
決

タ
ク
シ
ー
労
働
者
の
歩
合
給
の
計
算
に
当
た
り
残
業
手
当
に
相
当
す
る

額
を
控
除
し
、
そ
の
上
で
残
業
手
当
が
支
払
わ
れ
て
も
、
残
業
手
当
の
餌

が
そ
の
ま
ま
歩
合
給
の
減
額
に
つ
な
が
り
、
歩
合
船
の
額
が
○
円
と
な
る

こ
と
も
あ
る
な
ど
の
判
決
で
示
す
事
情
の
下
で
は
、
労
働
器
単
性
三
七
条

の
割
増
賃
金
が
支
払
わ
れ
た
と
は
い
え
な
い
（
全
員
一
致
、
裁
判
長
）
．

三
令
和
二
年
二
月
一
八
日
大
法
廷
判
浅

令
和
元
年
七
月
二
一
日
施
行
の
参
銀
院
畿
貝
通
常
選
挙
に
つ
い
て
、
還

嵯
区
選
出
隈
貝
の
纏
貝
定
散
配
分
規
定
は
、
牽
法
に
違
反
す
る
に
至
っ
で

い
た
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
（
多
数
意
見
）
。

四
令
和
三
年
二
月
二
四
日
大
法
廷
判
決
・

市
憂
が
孔
子
を
範
っ
た
施
詮
の
所
布
法
人
に
敷
地
の
使
用
料
全
額
を
免

除
し
た
行
為
は
、
判
決
で
示
す
享
補
の
下
で
は
、
市
が
将
定
の
宗
放
に
対

し
て
特
別
の
便
益
を
提
供
し
、
こ
れ
を
授
助
し
て
い
る
と
肝
価
さ
れ
て
も

や
む
を
得
な
い
も
の
で
、
牽
法
二
○
条
三
項
に
違
反
す
る
（
多
数
奪
見
）
。

五
令
和
三
年
五
月
一
七
日
第
一
↑
小
法
廷
判
澆

労
働
大
臣
が
石
紹
含
有
建
材
に
つ
い
て
労
働
安
全
衛
生
法
に
基
づ
く
規

制
横
限
を
適
切
に
行
使
し
な
い
な
ど
の
判
援
で
示
す
砺
摘
の
下
で
は
、
国

は
、
園
内
の
建
詮
作
案
に
従
事
し
、
石
綿
粉
じ
ん
に
ば
く
鯨
し
て
石
縄
関

連
疾
患
に
価
患
し
た
労
働
考
飛
び
一
人
塾
方
に
対
し
、
損
害
賠
償
責
任
を

』
循
凋
品
〃
●

石
綿
含
有
建
材
の
製
途
販
売
メ
ー
カ
ー
が
石
綿
粉
じ
ん
の
危
険
性
等
を

建
材
に
表
示
す
べ
き
義
務
を
怠
っ
た
な
ど
の
判
決
で
示
す
事
傭
の
下
で

は
、
メ
ー
カ
ー
は
、
石
絶
沿
じ
ん
に
ば
く
霊
し
て
石
絶
関
連
疾
患
に
罹
皐

し
た
大
工
ら
に
対
し
、
民
法
七
一
九
条
一
項
後
段
の
類
推
適
用
に
よ
り
捌

害
脇
憤
責
任
を
負
う
（
全
貝
一
致
、
裁
判
鉈
）
。

六
令
和
三
竿
六
月
二
三
日
大
法
廷
決
定

夫
蝿
が
夫
又
は
妻
の
氏
の
い
ず
れ
か
を
穂
す
る
と
規
定
す
る
民
法
七
五

○
条
及
び
こ
れ
を
受
け
て
鯆
姻
後
に
夫
蝿
が
称
す
る
氏
を
幡
飼
届
の
必
要

的
琵
載
事
覗
と
し
て
い
る
戸
繕
法
七
四
条
一
号
は
、
憲
法
二
四
条
に
通
反

し
な
い
（
多
数
章
見
、
補
足
意
見
付
加
）
。
・

叙
判
官
と
し
て
の
心
梼
え

・
最
終
審
か
つ
法
搾
春
蚕
あ
る
鮭
高
城
判
所
に
係
興
す
る
事
件
は
、
憲
法
や

法
律
の
解
釈
を
連
り
見
解
の
対
立
す
る
も
の
ば
か
り
で
す
が
、
当
事
者
の
主

弧
を
傾
聴
す
る
と
と
も
に
、
社
会
の
状
況
や
国
民
の
意
繊
の
変
化
を
蹄
ま
え

て
、
公
正
か
つ
妥
当
な
例
決
を
導
く
た
め
に
ど
の
よ
う
な
解
釈
に
よ
る
べ
き

か
を
探
求
す
る
姿
勢
で
事
件
に
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。

猷宜
最
高
裁
判
所
判
事

み
や
ま
た
く
や

深
山
卓
也

_L
’十

昭
和
二
九
年
九
月
二
日
生

裁判官深山卓也
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